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識別表示義務の有無は、利用・製造・輸入されている容器包装の種類によって異なりますが、識別表示

義務については、下のフローチャートで判断して下さい。

但し、このフローチャートは基本的な考え方を示したもので例外等もありますので、判断基準の詳細に

ついては14頁以降の 2〉〉〉識別表示に当っての8つのポイント等で確認をして下さい。
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但し、特定の商品を含むために 
製造される包装の場合には 
表示義務があります。 

ポイント参照（17頁） 4POINT

（注）：このフローチャートにあるポイントの番号は14頁以降の 

　　　 2〉〉〉識別表示に当っての8つのポイントに対応しています。 

（注）：なお、飲食料品につい 　  　　 てはJAS法（農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律）によって必ず日本語表示をすることになっています。 

識別表示義務履行についての
フローチャート1〉〉〉




